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                         入札閲覧用設計書について（通知）

  昭和５４年９月２５日付発管第１７５号において、土木部発注
に係る建設工事の請負契約に関する書類を閲覧させるときは
入札閲覧設計書を添付して行うこととしているところでありますが、
別紙のとおり改定し、昭和５７年１１月１日以降適用することと
しましたので遺憾のないようにしてください。
  なお、営繕工事については、「現場説明事項」の〔３〕その他に
「資材の購入について」の項目を追記して使用するように措置してください。


